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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノズル通路を画定する少なくとも１つの壁を含むハウジングであって、前記ノズル通路
は前記ハウジングの少なくとも一部分を通って延びるものであり、前記ノズル通路は前記
少なくとも１つの壁の上流部分に隣接するベントを有し、前記少なくとも１つの壁の少な
くとも第１の部分が前記ベントから下流の前記ノズル通路の軸から外側に逸れている、ハ
ウジング；
　複数の光触媒媒体と、前記光触媒媒体の少なくとも一部分を照明して光触媒反応を生じ
、複数のヒドロキシルラジカルを生成するように配置された光源とを含む光触媒反応室；
及び
　前記光触媒反応室に流体的に結合され、前記光触媒反応室を通るように空気を運び、且
つ前記空気を、前記ベントを通るように及び前記少なくとも１つの壁の少なくとも一部分
に沿うように方向付けるようにした送風器であって、前記光触媒反応室及び前記送風器が
ハウジング内部に少なくとも部分的に配置される、前記送風器
を含む装置。
【請求項２】
　前記ノズル通路が、前記ベントに隣接してコアンダ表面を含む、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの壁の第２の部分が、前記壁の前記第１の部分から下流の前記ノズ
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ル通路の前記軸に対して、前記壁の前記第１の部分から外側に逸れている、請求項１又は
２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ハウジングが、前記ノズル通路を画定する少なくとも２つの概して対向する壁を含
み、各壁が、各壁に隣接し且つ各壁の上流部分にベントを含む、請求項１から３のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記ノズル通路が略四角形の断面を有する、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記ハウジングが、前記ノズル通路を少なくとも部分的に囲む前記ハウジング内部を画
定する、請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記ハウジングが、さらに、前記送風器、前記光触媒反応室、及び前記ベントを流体的
に結合する通路を画定する、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記光触媒反応室が、取り外し可能な反応室カートリッジを含み、前記複数の光触媒媒
体及び前記光源が、前記反応室カートリッジ内に少なくとも部分的に含まれる、請求項６
に記載の装置。
【請求項９】
　前記光触媒媒体が、光触媒物質を含む微孔性ナノ粒子膜で被覆された媒体基板を含む、
請求項１から８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記光触媒物質がＴｉＯ２を含み、及び前記光源が、約４００ｎｍ未満の波長の紫外線
光を放出する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記光触媒物質が、ＺｎＯ及びＷＯ３の少なくとも一方を含み、及び前記光源が、可視
スペクトルの光を放出する、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記送風器が、前記光触媒反応室に前記空気を押し込むように構成されている、請求項
１から１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記送風器が、前記光触媒反応室から前記空気を引き出すように構成されている、請求
項１から１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　ノズル通路の上流部分に隣接して少なくとも１つのコアンダエグゾーストを有する前記
ノズル通路を画定するハウジングであって、前記ノズル通路は前記ハウジングの少なくと
も一部分を通って延びるものであり、前記ノズル通路の少なくとも一部分が前記少なくと
も１つのコアンダエグゾーストから下流の前記ノズル通路の軸から外側に逸れている、ハ
ウジング；
　前記ハウジングによって画定された内部に少なくとも部分的に配置され、且つ前記ハウ
ジングに取り外し可能に結合された光触媒反応室カートリッジであって、複数の光触媒媒
体と、光触媒媒体の少なくとも一部分を照明して、前記光触媒媒体の光触媒反応から複数
のヒドロキシルラジカルを生成するように配置された光源とを含む光触媒反応室を含む、
光触媒反応室カートリッジ；
　前記ハウジングによって画定された前記内部に少なくとも部分的に配置され、且つ前記
光触媒反応室カートリッジ及び前記少なくとも１つのコアンダエグゾーストに流体的に結
合されて、前記光触媒反応室を通って前記少なくとも１つのコアンダエグゾーストから出
るように空気を運ぶようにする送風器
を含む装置。
【請求項１５】
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　前記光触媒媒体が、光触媒物質の微孔性ナノ粒子膜で被覆された基板を含む、請求項１
４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記光触媒媒体がＴｉＯ２光触媒物質を含み、及び前記光源が、約４００ｎｍ未満の波
長の光を放出するＵＶ光源を含む、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記光触媒媒体が、ＺｎＯ及びＷＯ３の光触媒物質の一方を含み、及び前記光源が、可
視スペクトルの光を放出する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ハウジングが、略矩形断面を有する前記ノズル通路を画定する４つの壁を含む、請
求項１４から１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ノズル通路を画定する２つの概して対向する壁に関連付けられた少なくとも２つの
概して対向するコアンダエグゾーストを含む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　２つの光触媒反応室カートリッジを含み、前記２つの光触媒反応室カートリッジの各々
が前記２つの概して対向するコアンダエグゾーストの各々に関連付けられている、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　略矩形断面を有するノズル通路を画定する４つの壁を含むハウジングであって、前記ノ
ズル通路は前記ハウジングの少なくとも一部分を通って延びるものであり、２つの対向す
る壁が、前記ノズル通路の上流部分に隣接して、それぞれコアンダエグゾーストを含み、
前記ノズル通路の少なくとも一部分が前記コアンダエグゾーストから下流の前記ノズル通
路の軸から外側に逸れている、ハウジング；
　前記ハウジングによって画定された内部に少なくとも部分的に配置され、且つ前記ハウ
ジングに取り外し可能に結合された光触媒反応室カートリッジであって、複数の光触媒媒
体と、光触媒媒体の少なくとも一部分を照明して、前記光触媒媒体の光触媒反応から複数
のヒドロキシルラジカルを生成するように配置された光源とを含む光触媒反応室を含む、
光触媒反応室カートリッジ；
　前記ハウジングによって画定された前記内部に少なくとも部分的に配置され、且つ前記
光触媒反応室カートリッジ及び前記少なくとも１つのコアンダエグゾーストに流体的に結
合されて、前記光触媒反応室を通って前記少なくとも１つのコアンダエグゾーストから出
るように空気を運ぶようにする送風器
を含む装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１２年２月３日出願の米国仮特許出願第６１／５９４，５７５号明細書
（「コンシューマーエアロサイド製品（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ａｉｒｏｃｉｄｅ　Ｐｒｏｄ
ｕｃｔ）」）の利益を主張し、その開示全体を本願明細書に援用する。
【０００２】
　本開示は、概して空気処理システムに関し、より詳細には光触媒空気処理システムに関
する。
【背景技術】
【０００３】
　様々な状況において、及び様々な目的の為に、しばしばファンが使用され得る。例えば
、ファンは、局所的な空気の動きや循環をもたらして、使用者の快適性を高めるなどの為
に使用することが多いとし得る。例えば、卓上ファン、ウィンドウファン、及び天井ファ
ンは、ファンを使用しなければ停滞している空気に動きを誘発する為に使用することが多
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い。そのような空気の動きを生成することによって、対流冷却又はそよ風の感覚を生じ、
それにより、ファンの使用者が冷却感や冷却効果を経験できるようにし得る。さらに、そ
のようなファンは、室温を統一化する為に使用することが多い場合がある。例えば、加熱
又は冷却源（例えば暖房用／空気調節用熱交換器又はベント）に近接した室内の領域は、
加熱又は冷却源から遠く離れた室内の他の領域とは異なる温度であり得る。ファンによっ
てもたらされた空気循環は、室内の異なる領域間で空気を動かして空気を混合させ、それ
により、部屋の全体の温度を統一化して、それにより、より快適な又は所望の効果をもた
らし得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，００６，２４８号明細書
【特許文献２】米国特許第５，０３５，７８４号明細書
【特許文献３】米国特許第５，２２７，３４２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実装形態によれば、装置が、ノズル通路を画定する少なくとも１つの壁を含むハウジン
グであって、ノズル通路は、少なくとも１つの壁の上流部分に隣接してベントを有する、
ハウジングを含み得る。装置はまた、複数の光触媒媒体と、光触媒媒体の少なくとも一部
分を照明して光触媒反応を生じ、複数のヒドロキシルラジカルを生成するように配置され
た光源とを含む光触媒反応室を含み得る。装置はさらに送風器を含み、送風器は、光触媒
反応室に流体的に結合されて、空気を、光触媒反応室を通るように運び、且つ空気を、ベ
ントを通るように及び少なくとも１つの壁の少なくとも一部分に沿うように方向付けるよ
うにし得る。
【０００６】
　以下の特徴の１つ以上が含まれ得る。ノズル通路は、ベントに隣接してコアンダ表面（
Ｃｏａｎｄａ　ｓｕｒｆａｃｅ）を含み得る。少なくとも１つの壁の第１の部分は、ベン
トから下流のノズル通路の軸に対して外側に逸れ得る。少なくとも１つの壁の第２の部分
は、壁の第１の部分から下流のノズル通路の軸に対して、壁の第１の部分から外側に逸れ
得る。
【０００７】
　ハウジングは、ノズル通路を画定する少なくとも２つの概して対向する壁を含み得る。
各壁は、各壁に隣接して及び各壁の上流部分にベントを含み得る。ノズル通路は、略四角
形の断面を有し得る。
【０００８】
　ハウジングは、ノズル通路を少なくとも部分的に囲むハウジング内部を画定し得る。光
触媒反応室及び送風器は、ハウジング内部に少なくとも部分的に配置され得る。ハウジン
グは、さらに、送風器、光触媒反応室、及びベントを流体的に結合する通路を画定し得る
。
【０００９】
　光触媒反応室は、取り外し可能な反応室カートリッジを含み得る。複数の光触媒媒体及
び光源は、反応室カートリッジに少なくとも部分的に含まれ得る。光触媒媒体は、光触媒
物質を含む微孔性ナノ粒子膜で被覆された媒体基板を含み得る。光触媒物質はＴｉＯ２含
んでもよく、及び光源は、約４００ｎｍ未満の波長の紫外線光を放出し得る。光触媒物質
は、ＺｎＯ及びＷＯ３の少なくとも一方を含み、及び光源は、可視スペクトルの光を放出
し得る。
【００１０】
　送風器は、光触媒反応室に空気を押し込むように構成され得る。送風器は、光触媒反応
室から空気を引き出すように構成され得る。
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【００１１】
　別の実装形態によれば、装置は、ノズル通路の上流部分に隣接して少なくとも１つのコ
アンダエグゾースト（Ｃｏａｎｄａ　ｅｘｈａｕｓｔ）を含むノズル通路を画定するハウ
ジングを含み得る。装置はまた光触媒反応室カートリッジを含み、光触媒反応室カートリ
ッジは、ハウジングによって画定された内部に少なくとも部分的に配置され、且つハウジ
ングに取り外し可能に結合され得る。光触媒反応室カートリッジは、複数の光触媒媒体と
、光触媒媒体の少なくとも一部分を照明して、光触媒媒体の光触媒反応から複数のヒドロ
キシルラジカルを生成するように配置された光源とを含む光触媒反応室を含み得る。装置
はさらに送風器を含み、送風器は、ハウジングによって画定された内部に少なくとも部分
的に配置され、且つ光触媒反応室カートリッジ及び少なくとも１つのコアンダエグゾース
トに流体的に結合されて、光触媒反応室を通って少なくとも１つのコアンダエグゾースト
から出るように空気を運ぶようにし得る。
【００１２】
　以下の特徴の１つ以上が含まれ得る。光触媒媒体は、光触媒物質の微孔性ナノ粒子膜で
被覆された物質を含み得る。光触媒媒体は、ＴｉＯ２光触媒物質を含んでもよく、及び光
源は、約４００ｎｍ未満の波長の光を放出するＵＶ光源を含む。光触媒媒体は、ＺｎＯ及
びＷＯ３の光触媒物質の一方を含み、及び光源は、可視スペクトルの光を放出する。
【００１３】
　ハウジングは、略矩形断面を有するノズル通路を画定する４つの壁を含み得る。装置は
、ノズル通路を画定する２つの概して対向する壁に関連付けられた少なくとも２つの概し
て対向するコアンダエグゾーストを含み得る。装置は、２つの光触媒反応室カートリッジ
を含み得る。一方の光触媒反応室カートリッジは、２つの概して対向するコアンダエグゾ
ーストの各々に関連付けられ得る。
【００１４】
　別の実装形態によれば、装置は、略矩形断面を有するノズル通路を画定する４つの壁を
含むハウジングを含み得る。２つの対向する壁は、ノズル通路の上流部分に隣接して、そ
れぞれコアンダエグゾーストを含み得る。装置はまた光触媒反応室カートリッジを含み、
光触媒反応室カートリッジは、ハウジングによって画定された内部に少なくとも部分的に
配置され、且つハウジングに取り外し可能に結合され得る。光触媒反応室カートリッジは
、複数の光触媒媒体と、光触媒媒体の少なくとも一部分を照明して、光触媒媒体の光触媒
反応から複数のヒドロキシルラジカルを生成するように配置された光源とを含む光触媒反
応室を含み得る。装置はまた、送風器を含み、送風器は、ハウジングによって画定された
内部に少なくとも部分的に配置され、且つ光触媒反応室カートリッジ及び少なくとも１つ
のコアンダエグゾーストに流体的に結合され、光触媒反応室を通って少なくとも１つのコ
アンダエグゾーストから出るように空気を運ぶようにし得る。
【００１５】
　１つ以上の実装形態の詳細を、添付の図面及び以下の説明に記載する。他の特徴及び利
点は、説明、図面、及び特許請求の範囲から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置の正面斜視図である。
【図２】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置のハウジングの断面図である。
【図３】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置のノズル通路を通る空気の流れを
図式的に示す。
【図４】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置の部分的な透視図を図式的に示す
。
【図５】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置の断面図である。
【図６】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置に関連して使用され得る反応室カ
ートリッジの斜視図である。
【図７】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置に関連して使用され得る反応室カ
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ートリッジの斜視的な部分的な透視図である。
【図８】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置に関連して使用され得る反応室カ
ートリッジの詳細な斜視的な端面図である。
【図９】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置に関連して使用され得る反応室カ
ートリッジの断面図である。
【図１０】本開示の例示的な実施形態によるハウジングに結合された２つの反応室カート
リッジを含む、空気処理装置の斜視図である。
【図１１】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置を概略的に示す。
【図１２】本開示の例示的な実施形態による取り外し可能なグリル部分を含む空気処理装
置を図式的に示す。
【図１３】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置の水平の実装形態を示す。
【図１４】本開示の例示的な実施形態による空気処理装置の垂直の実装形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　様々な実施形態によれば、比較的小型のシステムとして設けることができる可能性のあ
る空気処理装置が提供され得る。空気処理装置は、細菌、カビ、菌・カビ類（ｆｕｎｇｉ
）、胞子、マイコトキシン、ウィルス、アレルゲン、他の同様の有機微生物又は原因物質
を死滅させる及び／又は鉱物化させる（ｍｉｎｅｒａｌｉｚｉｎｇ）ことによって、及び
／又は揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を酸化させることによって、比較的高効率の空気処理
を提供し得る。そのようなものとして、本開示の一部の実施形態と一致する空気処理装置
は、空気処理装置が使用される空間（例えば、部屋又は部屋の一部分など）における空気
の品質の改善を促進し得る。
【００１８】
　一部の実施形態では、空気処理装置は、露出型のファン構成の使用をなくし得る。例え
ば、空気処理装置は、一般的に、ノズル又はダクト構成を使用してもよく、ここでは、例
えば、空気処理装置の少なくとも下流領域に比較的低い圧力ゾーンを生成することによっ
て、ノズルやダクトを通る空気の流れが誘発され得る。一部の実施形態では、ノズルを通
る、誘発された空気の流れは、空気処理装置の空気の流れ全体を増やし得る。空気処理装
置のノズルを通る空気の流れ全体を増やすことによって、例えば、空気処理装置が使用さ
れる空間（例えば、部屋、又は他の空間）全体への処理済みの空気の分配を増やし得る。
さらに、空気処理装置によってもたらされた空気の流れ全体の増加は、空気処理の利点と
空気循環効果とを組み合わせ得る。一部のそのような実施形態では、空気処理装置が空気
を清浄にするだけでなく、空気処理装置は、気候の調節又は修正の恩恵ももたらし得る。
【００１９】
　実施形態では、空気処理装置は、一般的に、ノズル通路を画定する少なくとも１つの壁
を含むハウジングを含み、ノズル通路は、少なくとも１つの壁の上流部分に隣接してベン
トを有し得る。空気処理装置はまた、複数の光触媒媒体と、光触媒媒体の少なくとも一部
分を照明して光触媒反応をもたらして、複数のヒドロキシルラジカルを生成するように配
置された光源とを含む光触媒反応室を含み得る。装置は、さらに、光触媒反応室に流体的
に結合された送風器を含み、送風器は、光触媒反応室を通して空気を運び、且つ空気を、
ベントを通るように、及び少なくとも１つの壁の少なくとも一部分に沿うように方向付け
得る。
【００２０】
　例えば、図１及び図２を参照すると、図示の空気処理装置１０は、一般的にハウジング
１２を含み、ハウジングは、一般的に、ハウジング１２の少なくとも一部分を通って延び
るノズル通路１４を画定し得る。ノズル通路１４は、ハウジング１２の少なくとも１つの
壁（例えば、壁１６）によって画定され得る。図１～３に示すように、実施形態では、ハ
ウジング１２は、一般的に、略四角形の断面（例えば、図示の実施形態では矩形断面）を
有するノズル通路１４を画定し得る。そのような実施形態では、ハウジング１２は、一般
的に、略矩形断面のノズル通路１４を画定する４つの壁（例えば、壁１６、１８、２０、
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２２）を含み得る。しかしながら、当然のことながら、ノズル通路は、他の断面（例えば
、丸みを帯びた、楕円形、及び／又は他の多角形又は半多角形の断面）を含んでもよい。
そのようなものとして、ノズル通路を画定する壁の数は様々とし得る。例えば、丸みを帯
びた楕円形断面のノズル通路を含む実施形態では、ノズル通路は、単一の壁によって画定
され得る。
【００２１】
　ノズル通路１４を画定する少なくとも１つの壁（例えば、図示の実施形態では壁１６、
１８、２０、２２の１つ以上）は、壁１６、１８の上流部分に隣接してベント（例えば、
図２に示すように、壁１６、１８にそれぞれ関連付けられたベント２４、２６）を含み得
る。上記で概略的に説明したように、送風器（下記で詳細に説明する）は空気の流れを生
成し、この空気の流れは、ベント２４、２６を通るように、及び壁１６、１８の少なくと
も一部分に沿うように方向付けられ得る。実施形態では、ノズル通路１４は、それぞれの
ベント２４、２６に隣接してコアンダ表面（例えば、コアンダ表面２８、３０）を含み得
る。実施形態では、コアンダ表面２８、３０の１つ以上は、ベント２４、２６の下流部分
の少なくとも一部分を形成し得る。即ち、ベント２４、２６を画定する壁１６、１８の下
流部分は、コアンダ表面２８、３０を含み得る。実施形態では、ノズル通路を画定するハ
ウジング壁に含まれた、ベントに隣接するコアンダ表面の組み合わせ構造は、全体として
、コアンダエグゾーストと呼ばれ得る。
【００２２】
　一般的に公知のように、コアンダ表面は、一般的に、ベントを出る空気のコアンダ効果
の流れを生じ得る少なくとも部分的なエアフォイル形を有する表面を含み、それにより、
空気は、コアンダ表面に、及び／又はベントから下流のノズル通路を画定する壁に引き寄
せられる又は「くっつく」傾向を有し得る。例えば、図２に示す通り、実施形態では、ベ
ント２４、２６を出る空気の流れがコアンダ表面２８、３０をたどる傾向を有し、空気の
流れを壁１６、１８に沿って下流方向に方向付けるようにし得る為、コアンダ表面２８、
３０は、ベント２４、２６を、略同一平面にできる及び／又は図示の実施形態のそれぞれ
の壁１６、１８に略スリットとして形成できるようにし得る。
【００２３】
　さらなる実施形態では、ベントは、コアンダエグゾースト以外の構成を有し得る。例え
ば、実施形態では、ベントを画定する壁の上流（ノズル通路を通る空気の流れの方向に対
して）部分は、下流の壁部分よりも上方に突出して、通気開口部が、下流の壁部分の上方
に延び、且つ全体として空気を壁の下流部分に沿ってベントから出るように方向付け得る
。ベントが、壁に沿ってベントから出るように空気を方向付け得るように、他の構成が同
様に使用され得る。例えば、少なくとも部分的にノズル通路に突出し得る１つ以上の個別
のベント又はノズルが設けられ得る。そのような突出するベント又はノズルは、全体とし
て、ベントやノズルを出る空気の流れを、ノズル通路を通って下流方向に方向付け得る。
【００２４】
　空気処理装置１０の図示の実施形態は、全体として、それぞれの壁１６、１８の上流の
幅に沿って略延在する連続的な開口部であるベント２４、２６を示すが、当然のことなが
ら、他の構成を等しく用いてもよい。例えば、ベントの１つ以上が、壁の幅全体には延在
しなくてもよい。同様に、ノズル通路を画定する各壁は、１つ以上の目立たないベントを
備えてもよい。様々な追加的な／代替的な構成を等しく用い得る。
【００２５】
　図示の実施形態に一致して、空気処理装置１０のハウジング１２は、ノズル通路１４の
少なくとも一部分を画定する２つの対向する壁（例えば、壁１６、１８）を含み得る。さ
らに、略対向する壁１６、１８の各々は、各壁１６、１８の上流部分に隣接して（及びそ
れにより、ノズル通路１４の上流部分に隣接して）それぞれベント２４、２６を含み得る
。さらに、実施形態では、ベント２４、２６の各々は、ベント２４、２６の下流部分に隣
接してそれぞれコアンダ表面２８、３０を備えているコアンダエグゾーストとして構成さ
れ得る。他の実施形態では、ノズル通路を画定するより多数又はより少数の壁がベントを



(8) JP 6165177 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

備え得る。例えば、ノズル通路が略矩形断面を有し得る実施形態では、ノズル通路を画定
する４つの壁の各々がベントを含み得る。さらなる実施形態では、ノズル通路を画定する
単一の壁のみがベントを含み得る。
【００２６】
　実施形態では、空気処理装置のハウジングによって画定されたノズル通路と、空気の流
れ（例えば、送風器からの排気流を含み得る）をノズル通路に対して下流方向に方向付け
るベントとの組み合わせによって、ノズル通路の下流部分において及び／又は空気処理装
置のハウジングに対して下流の位置に、低圧の領域を生成し得る。同様に図３を参照する
と、低圧の下流領域は、空気処理装置の上流の追加的な空気を、ノズル通路に下流に流す
ようにし、且つノズル通路の下流端部を通って放出するようにし得る。ノズル通路の上流
吸気口を介して空気を混入することによって、空気処理装置は、送風器によってもたらさ
れる空気の流れよりも大きな、ノズル通路を通る空気の流れを生成することができ得る。
即ち、空気処理装置を通る空気の流れは、送風器を通る空気の流れよりも大きいとし得る
。一部の実施形態では、そのような設計は、より高い排出空気の流れ（ｃｆｍ）を生成し
、それゆえ、空気処理装置を出る「清浄」空気をより良好に分配し得る。
【００２７】
　実施形態では、ノズル通路の構成は、少なくとも一部は、低圧の下流領域の生成を促し
、それにより、ノズル通路の上流吸気口を介した空気の混入を促し得る。例えば、実施形
態では、ノズル通路を画定する少なくとも１つの壁の第１の部分は、ノズル通路が少なく
ともベントから下流の位置にある場合、軸に対して外側に逸れ得る。例えば、例えば図２
に示す通り、壁１６、１８は、ノズル通路１４の軸に対して角度が付けられており、壁１
６、１８が互いに対して及びノズル通路１４の軸に対して逸れるようにし得る。一部の実
施形態では、壁１６、１８の末広がり的な配置によって、ベント２４、２６から下流の低
圧領域の生成を促し得ることが分かる。
【００２８】
　さらに、一部の実施形態では、少なくとも１つの壁の第２の部分は、壁の第１の部分か
ら下流のノズル通路の軸に対して、壁の第１の部分から外側に逸れ得る。例えば、図示の
通り、ノズル通路１４は、さらに、少なくとも一部には、ハウジング壁部分３２、３４に
よって画定され得る。一部の実施形態では、壁部分３２、３４は、それぞれ壁１６、１８
からの下流延出部を含み得る。図示の通り、壁部分３２、３４は、壁１６、１８に対して
外側に開いた角度に向けられ得る。即ち、ノズル通路１４の軸に対して壁部分３２、３４
によって形成された角度は、ノズル通路１４の軸に対して壁１６、１８によって形成され
た角度よりも大きいとし得る。一部の実施形態では、壁部分３２、３４をさらに開いた状
態に向けることにより、さらに、ベント２４、２６に対して下流の位置での低圧領域の生
成を促し、それにより、ノズル通路１４の上流吸気口の外側からの空気の混入を増やし得
る。
【００２９】
　同様に図４～５を参照すると、及び図２に示すように、実施形態では、ハウジング１２
は、少なくとも部分的にノズル通路１４を囲み得るハウジング内部（例えば、ハウジング
内部３６、３８）を画定し得る。図示の通り、及び下記で詳細に説明するように、光触媒
反応室（例えば、それぞれのベント２４、２６に関連付けられ得る光触媒反応室４０、４
２）及び送風器（例えば、送風器４４）は、少なくとも部分的に、ハウジング内部３６、
３８の１つ以上に配置され得る。図示の実施形態は２つの光触媒反応室（例えば、光触媒
反応室４０、４２）を示すが、様々な実施形態は、１つ又は２つ以上の光触媒反応室を使
用し得る。さらに、空気処理装置１０を、単一の送風器（例えば、送風器４４）を含むと
して示すが、様々な実施形態では、１つ又は２つ以上の送風器を使用し、１つ以上の光触
媒反応室を通り、且つ１つ以上のベントを通って出る空気の流れをもたらすようにし得る
。
【００３０】
　実施形態では、送風器４４は、光触媒反応室を通して空気を運び、且つ空気を、ベント
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を通るように及び少なくとも１つの壁の少なくとも一部分に沿うように方向付けるように
、流体的に結合され得る。一部の実施形態では、この点について、ハウジング１２は、さ
らに、送風器、光触媒反応室、及びベントを流体的に結合する通路（例えば、通路４６、
４８）を画定し得る。例えば、実施形態では、送風器４４によって生成された空気の流れ
によって、空気が、光触媒反応室４０、４２を通るように方向付けられ、且つ通路４６、
４８を経由してベント２４、２６から出るように方向付けられるようにし得る。単一の送
風器のみを図４に示すが、当然のことながら、一部の実施形態では、複数の送風器を使用
し得る（例えば、各光触媒反応室に関連付けられた別個の送風器）。さらに、様々な実施
形態では、送風器は、光触媒反応室に流体的に結合され、空気を光触媒反応室に押し込む
か、及び／又は空気を光触媒反応室から引き出すかのいずれかとし得る。送風器４４は、
軸流ファン、ラジアル送風器、遠心式空気ポンプ、インペラなどを含むがこれらに限定さ
れない、空気を運ぶ為の任意の好適なファン又は送風器を含み得る。
【００３１】
　上述の通り、空気処理装置は、複数の光触媒媒体と、光触媒媒体の少なくとも一部分を
照明して光触媒反応を生じ、複数のヒドロキシルラジカルを生成するように配置された光
源とを含み得る光触媒反応室（例えば、例示的実施形態では光触媒反応室４０、４２）を
含み得る。光触媒反応室４０、４２は、細菌、カビ、菌・カビ類、胞子、マイコトキシン
、ウィルス、アレルゲン、他の同様の有機微生物又は原因物質を死滅させる及び／又は鉱
物化する為に、及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を酸化させる為に、光触媒酸化による空
気処理を促進し得る。
【００３２】
　本開示と一致して、光触媒反応室は、光触媒媒体と光源とを含み得る。光源によって照
明されると、光触媒媒体の少なくとも一部分は光触媒反応物を生成し、この光触媒反応物
は、一般的に複数のヒドロキシルラジカルとし得る。光触媒反応によって生成されたヒド
ロキシルラジカル（ＯＨ－）は、一般的に実質的に表面結合としてもよく（即ち、光触媒
媒体の表面に沿って存在し得る）、それゆえ、一般的に、光触媒反応室を出ない可能性が
ある。一部の実施形態では、光触媒反応によって生成されたヒドロキシルラジカルは、光
触媒媒体にほぼ１００％表面結合し得る。ヒドロキシルラジカルは、光触媒媒体に実質的
に表面結合し得る為、光触媒酸化は、例えば、腐敗しやすい生成物、備品、ならびにヒト
の周りで使用する及び／又はそれらと併用するのに、実質的に安全とし得る。これは、例
えば、オゾンを使用するシステムと対比され得る。このオゾンを使用するシステムは、浮
遊する「フリー」ヒドロキシルラジカル（ＯＨ－）を生成することがあり、これは、処理
中の室内にある有機体を全て（例えば、ヒトの免疫系も含む）攻撃し得る。さらに、一部
の実施形態では、本明細書の空気処理システムによってもたらされた光触媒酸化は、ＨＥ
ＰＡフィルタでも除去できない可能性を有し得るサイズとし得るウィルス及びＶＯＣなど
の小粒子を死滅させる、鉱物化させる、及び／又は酸化させることができるとし得る。
【００３３】
　さらに、一部の実施形態では、本開示の光触媒反応室は自浄式とし得る。例えば、一部
の実施形態では、細菌、カビ、菌・カビ類、胞子、マイコトキシン、ウィルス、アレルゲ
ン、他の同様の有機微生物又は原因物質を死滅させる及び／又は鉱物化させる、及び揮発
性有機化合物（ＶＯＣ）を酸化させる反応の副生成物は、一般的に、二酸化炭素及び／又
は水蒸気を含み得る。そのような反応副生成物は、媒体を通して放出され得る。そのよう
なものとして、反応副生成物は、一般的に、光触媒媒体に堆積し得ない。従って、一部の
実施形態では、光触媒媒体を交換する必要性又はその頻度を低減し得る及び／又はなくし
得る。
【００３４】
　一部の実施形態では、光触媒媒体は、光触媒物質を含む微孔性ナノ粒子膜で被覆された
媒体基板を含み得る。この媒体基板は、光触媒物質と反応しない為、光触媒物質を誘発し
て、各媒体基板上に、単なる稠密層としてではなくナノ粒子構造として形成する。様々な
例によれば、媒体基板は、ガラスタイプの材料、ボラシリカガラス（ｂｏｒａ　ｓｉｌｉ
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ｃａ　ｇｌａｓｓ）、セラミック材料、金属材料、プラスチックなどを含み得る。この点
について、通常、適用される光触媒物質と反応し得る材料は、光触媒物質で被覆する前に
、光触媒物質と反応させなくする別の物質をプレコートされ得る。さらに、例えば、比較
的高表面積をもたらし得る一方で光触媒反応室を通る適切な空気の流れを可能にする様々
な形状及び構成を有する媒体基板が、設けられ得る。例えば、媒体基板は、シリンダー状
、球状、チューブ状、トロイダル、多面体状、又は他の好適な形状を有して設けられ得る
。
【００３５】
　実施形態によれば、光触媒物質はＴｉＯ２を含んでもよく、及び光源は、約４００ｎｍ
未満の波長の紫外線光を放出し得る。さらなる実施形態では、光触媒物質は、ＺｎＯ及び
ＷＯ３の少なくとも一方を含んでもよく、及び光源は、可視スペクトルの光を放出し得る
。蛍光光源、白熱光源、ＬＥＤ光源などを含むがこれらに限定されない、活性（ａｃｔｉ
ｖａｔｉｎｇ）波長の光を放出する任意の好適な光源が、本開示に関連して使用され得る
。様々な追加的な／代替的な光触媒物質を使用してもよく、これらは、適切な波長の光で
照明されると、ヒドロキシルラジカルを生成し、これにより、細菌、カビ、菌・カビ類、
胞子、マイコトキシン、ウィルス、アレルゲン、他の同様の有機微生物又は原因物質を死
滅させ得る及び／又は鉱物化させ得る、及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を酸化させ得る
。
【００３６】
　一部の実施形態では、光触媒媒体は、単一の光触媒物質（例えば、ＴｉＯ２、ＺｎＯ、
ＷＯ３）を含み得る、及び／又は光触媒物質の組み合わせを含み得る。さらに、一部の実
施形態では、光触媒媒体は、１種以上の増強（ｅｎｈａｎｃｉｎｇ）物質を含み得る。増
強物質は、例えば、光触媒反応の反応速度を高め、それにより、酸化反応の為に生成され
得る及び／又はそれに利用可能とし得るヒドロキシルラジカルの数を増やし得る。
【００３７】
　概して上述したように、一部の実施形態では、媒体基板は、光触媒物質を含む微孔性ナ
ノ粒子膜で被覆され得る。光触媒物質は、媒体基板上に被覆されて、任意の好適な技術に
よる微孔性ナノ粒子膜を提供し得る。これらの技術の例は、アンダーソン（Ａｎｄｅｒｓ
ｏｎ）らへ１９９１年４月９日に発行された（特許文献１）；アンダーソンらへ１９９１
年７月３０日に発行された（特許文献２）；及びアンダーソンらへ１９９３年７月１３日
に発行された（特許文献３）に開示され得、これら全ての開示全体を本明細書に援用する
。
【００３８】
　実施形態では、媒体基板上に微孔性ナノ粒子膜として光触媒物質を提供することは、光
触媒物質で被覆された媒体基板が活性光（例えば、紫外線光、例えば、一般的に、ＴｉＯ

２で被覆された媒体の場合には約４００ｎｍ未満の波長、又はＺｎＯ及び／又はＷＯ３で
被覆された媒体の場合には可視光）に暴露されるときの光触媒反応の一部として生成され
たヒドロキシルラジカル（ＯＨ－）によって、細菌、カビ、菌・カビ類、胞子、マイコト
キシン、ウィルス、アレルゲン、他の同様の有機微生物及び／又は原因物質、及びＶＯＣ
を死滅させる為、鉱物化させる為、及び／又は酸化させる為に利用可能な反応部位数を劇
的に増やし得る。利用可能な反応部位数を劇的に増やし、且つ発生するそのような酸化反
応の回数を増やすことによって、細菌、カビ、菌・カビ類、胞子、マイコトキシン、ウィ
ルス、アレルゲン、他の同様の有機微生物及び／又は原因物質、及びＶＯＣを死滅させる
、鉱物化させる、酸化させることによって空気を処理する有効性は、大幅に改善され得る
。
【００３９】
　反応部位数を増やすことに加えて／その代わりに、一部の実施形態では、媒体基板上に
微孔性ナノ粒子膜として光触媒物質を提供することによって、光触媒物質と媒体基板との
間に、比較的耐久性のある及び／又は永久的な結合を形成し得る。光触媒物質と媒体基板
との間の結合は、少なくとも一部には、光触媒物質の生成と併用されるドーパントの結果
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として達成されてもよく（例えば、一部の実施形態では、上述の米国特許の１つ以上に説
明されている技術を含み得る）、これにより、光触媒物質（例えば、ＴｉＯ２、ＺｎＯ、
ＷＯ３など）が移動する及び凝集するのを防止し得る及び／又は低減し得る（例えば被覆
プロセスの最中に）。光触媒物質は、一般に、媒体基板から剥離しない。これは、場合に
よっては、例えば、剥離を経験する可能性があり且つ交換する必要があることもある光触
媒酸化技術を使用する、他のＴｉＯ２が被覆されたフィルタ及び／又はデバイスに勝る重
要な利点を提供し得る。
【００４０】
　実施形態では、及び同様に図６～１０を参照すると、光触媒反応室は、取り外し可能な
反応室カートリッジを含み得る。例えば、複数の光触媒媒体の少なくとも一部分及び光源
は、少なくとも部分的に反応室カートリッジ内に含まれ得る。例えば、光触媒反応室４０
は、取り外し可能な反応室カートリッジ５０を含み得る。光源５２は、取り外し可能な反
応室カートリッジ５０内に少なくとも部分的に配置され得る。光源５２を蛍光灯タイプの
光源として示すが、そのような描写は説明の為にすぎず、他の好適な光源構成を好適に用
いてもよい。取り外し可能な反応室カートリッジ５０は、さらに、例えば、取り外し可能
な反応室カートリッジ（例えば、光源５２を含む）と、空気処理装置１０に関連付けられ
た１つ以上の電力供給装置及び／又は制御回路との間に電気的及び／又は機械的接続を提
供し得る１つ以上の接続部５４を提供し得る。図９に示すように、光源５２の少なくとも
一部分は、複数の光触媒媒体５６の少なくとも一部分によって少なくとも部分的に囲まれ
得る。
【００４１】
　実施形態では、取り外し可能な反応室カートリッジ５０は、ハウジング１２に解放可能
に結合されるように構成され得る。例えば、取り外し可能な反応室カートリッジ５０の少
なくとも一部分は、ハウジング１２のハウジング内部３６、３８内に収容され得る。さら
に、取り外し可能な反応室カートリッジ５０は、例えば、１つ以上のばねかけ金５８、又
は他の好適な保持部（例えば、スナップ式、ネジ、クリップなど）によって、ハウジング
１２に解放可能に結合され得る。実施形態では、取り外し可能な反応室カートリッジ５０
とハウジング１２との解放可能な結合は、取り外し可能な反応室カートリッジ５０を使用
者が取り外し及び／又は交換しやすくし得る。例えば、実施形態では、定期的に（例えば
、１年毎、数年毎、又は他の好適な間隔で）光源及び光触媒媒体の１つ以上を交換して、
光触媒反応の有益な空気処理能力を維持することが望ましいとし得る。取り外し可能な反
応室カートリッジ５０は、取り外し可能な反応室カートリッジ５０内に含まれ得る光触媒
媒体及び光源の双方の、容易な交換を可能にし得る。
【００４２】
　同様に図１１を参照すると、空気処理装置１０は、１つ以上の制御システム（例えば、
制御システム６０）を含み得る。制御システム６０は、送風器４４及び取り外し可能な反
応室カートリッジ５０（例えば、取り外し可能な反応室カートリッジ５０内に含まれる光
源５２）の１つ以上の動作を制御する為に結合され得る、及び／又は他の制御部を提供し
得る。例えば、上述の通り、一部の実施形態では、取り外し可能な反応室カートリッジを
定期的な間隔で交換することが望ましいとし得る。実施形態では、交換周期（例えば、カ
ートリッジ交換間の時間）は、様々な要因、例えば光源のタイプ、使用頻度、並びに他の
要因に依存して変動し得る。例えば、様々な例示的な実施形態では、取り外し可能な反応
室カートリッジ５０は、１年の交換周期、２年の交換周期、５年の交換周期、又は他の好
適な交換周期を有し得る。交換周期を１２か月周期とし得る例示的な実施形態では、制御
システム６０は、使用量センサー／タイマー（例えば、取り外し可能な反応室カートリッ
ジ５０に関連付けられたセンサー、及び／又は制御システム６０及び／又は取り外し可能
な反応室カートリッジ５０に関連付けられ得る使用量タイマーを含み得る）を監視し得る
。１１か月の動作（及び／又は他の好適な間隔）を検出すると、制御システム６０は、使
用者に、取り外し可能な反応室カートリッジ（即ち、光源及び光触媒媒体を含み得る）の
交換を指図する時間を警告する表示灯を作動させ得る。取り外し可能な反応室カートリッ
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ジを交換すると、使用量タイマーは、新しい取り外し可能な反応室カートリッジの使用量
を測定し始め、且つ空気処理装置が動作しているときの時間を累積し得る。
【００４３】
　一部の実施形態では、送風器４４は、相対的な空気の流れをもたらし得る複数の速度（
例えば、高速及び低速）で動作できるとし得る。実施形態では、送風器４４の速度は、制
御システム６０によって制御され得る。例えば、制御システム６０は、空気処理装置１０
の使用者が、異なる送風器速度を手動で選択できるようにし得る。さらに、実施形態では
、制御システム６０は自動送風器速度制御を提供し得る。自動送風器速度制御用の入力の
受信に応答して（例えば、好適なユーザインターフェースを介して）、制御システム６０
は、室内の所望の設定条件（例えば、室内の周辺光レベル、温度など）になるまで、送風
器４４を第１の送風器速度（例えば、高い送風器速度）で動作し得る。設定条件の検出に
応答して、制御システム６０は、自動的に、送風器４４を第２の送風器速度（例えば、低
い送風器速度）で動作させるように切り替え得る。設定条件が、制御システム６０によっ
て測定された暗がりのレベル（例えば、光のレベル）とし得る実施形態では、制御システ
ム６０によってもたらされた自動送風器速度制御は、空気処理装置１０が、夜間に、比較
的静かな騒音レベル（例えば、より低い送風器速度によってもたらされ得るような）で動
作できるようにし得る。
【００４４】
　設定条件に基づいた送風器速度の自動制御と同様の方法において、制御システム６０は
、任意の表示灯／ＬＥＤの照明レベル、及び／又はユーザインターフェースの照明レベル
を同様に制御し得る。例えば、設定閾値を下回る周辺光レベルを検出すると、制御システ
ム６０は、任意の表示灯／ＬＥＤの照明レベル、及び／又はユーザインターフェースの照
明レベルを、予め定められた「夜間」照明レベルまで低減させ得る。照明レベルの低減は
、例えば、それにより、夜間発生する光害を減少させる。それに応じて、設定閾値を上回
る周辺光レベルの検出に応答して、制御システム６０は、任意の表示灯／ＬＥＤの照明レ
ベル、及び／又はユーザインターフェースの照明レベルを、予め定められた「日中」照明
レベルに増大させ得る。
【００４５】
　実施形態では、制御システム６０は、さらに、１つ以上の安全機能を提供し得る。例え
ば、制御システム６０は、温度過昇遮断を提供するように構成され得る。例えば、空気処
理装置１０は、過熱センサー（例えば、送風器４４、光源５２／取り外し可能な反応室カ
ートリッジ５０、及び／又は制御システム６０の１つ以上に関連付けられ得る熱スイッチ
）を含み得る。設定閾値温度を上回る温度は、例えば、送風器４４及び／又は光源５２の
誤動作又は故障を示し得る。設定閾値温度（例えば温度過昇条件）を上回る温度の検出（
過熱センサーによって）に応答して、過熱センサー及び／又は制御システム６０は、空気
処理装置１０（例えば、及び／又は送風器４４及び光源５２）の出力を下げ得る。実施形
態では、空気処理装置１０の出力を下げることに加え、制御システム６０は、温度過昇条
件の検出に応答して警告灯を作動させ得る。一部の実施形態では、空気処理装置１０は、
検出された温度が、予め設定された安全動作温度を下回るまで、及び／又は使用者が手動
でリセットするまで、出力を下げられたままとし得る。
【００４６】
　引き続き図１０を参照し、且つ同様に図１２を参照すると、実施形態では、空気処理装
置１０は、取り外し可能な反応室カートリッジ５０に容易にアクセスできるようにし得る
。例えば、スナップ式、ばねクリップ、又は他の好適な取り外し可能な取付機構によって
、例えばハウジング１２にグリル６２が取り外し可能に付着し得る。取り外し可能な反応
室カートリッジ５０及びラッチは、ハウジング１２から取り外されたグリル６２によって
アクセス可能とし得る。そのようなものとして、グリル６２をハウジング１２から切り離
すことによって、取り外し可能な反応室カートリッジ５０は、取り外されても／交換され
てもよく、及びグリル６２は、その後、ハウジング１２に再び取り付けられ得る。さらに
、実施形態では、グリル６２はまた、送風器４４の空気取り入れ部、及び／又は光触媒反
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ング内部３６、３８を保護し、装飾的にカバーし、及び／又はハウジング内部３６、３８
への吸気（図２に矢印で示すように）のフィルタリングを提供し得る。
【００４７】
　一部の実施形態では、空気処理装置１０は、比較的小型の設計を有して提供され得る。
比較的小型の設計は、例えば、空気処理装置１０の設置を容易にできるようにし得る。さ
らに、比較的小型の設計であることによって、また、空気処理装置１０を、ある個所から
別の箇所へ比較的容易に動かすことができる。空気処理装置は、寝室、浴室、台所、リビ
ングルーム、勉強部屋、ダイニングルーム、ファミリールームなどを含むがこれらに限定
されない様々な個所で好適に使用し得る。例えば、空気処理装置１０は、机、ドレッサー
、キャビネット、テーブル、収納用の箱（ｓｔｏｒａｇｅ　ｂｉｎ）などの上に好適に配
置され得る。さらに、空気処理装置１０は、スタンドと併用されても、壁及び／又は天井
に取り付けられてもよい。
【００４８】
　この点について、及び同様に図１３～１４を参照すると、空気処理装置は、水平配置（
図１３に示すように）及び／又は垂直配置（図１４に示すように）に好適に配置され得る
及び／又は取り付けられ得る。
【００４９】
　いくつもの実装形態を説明した。それにもかかわらず、様々な修正をなし得ることを理
解されたい。従って、他の実装形態も、以下の特許請求の範囲内にある。
　
　

【図１】 【図２】
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